


監査結果報告 

 
佐世保市監査委員監査基準に従い、監査を実施したので報告する。 

 

１ 監査の種類 財務監査（定期監査） 

２ 監査の対象 行政経営改革部 

 行政マネジメント課、ＤＸ推進課 

 

３ 監査の期間 令和７年１２月１８日（木）～令和８年２月２５日（水） 

４ 監査の着眼点 

⑴ 収入事務は適正か。 

⑵ 支出事務は適正か。 

⑶ 契約事務は適正か。 

⑷ 財産管理事務は適正か。 

 

５ 監査の実施内容 

令和７年度に執行された財務に関する事務が、法令等に基づき、適正に行われている

か関係書類を抽出して調査を行い、また、担当職員の説明を聴取するなどの方法により

実施した。 

 

６ 監査の結果 

 上記、記載のとおり監査した限りにおいて、支出事務、契約事務につき、別記のとお

り改善を要する事項が見受けられた。その事項を除き、重要な点において、監査の対象

となった事務は法令等に適合し、正確に行われていた。 

 なお、軽易な事項については記述を省略した。 

  

 

 

 

  



〔別 記〕 

【指摘事項】（改善を要する事項） 

１．支出事務 

①  旅費（概算払）において、佐世保市財務規則第 118条第 2項で「概算払を受けた者は、その用件終

了後 7日以内に精算書により…会計管理者に提出しなければならない。」と規定されているにもかかわ

らず、精算が遅れているものがあった。 

（ＤＸ推進課） 

 

 

２．契約事務 

①  佐世保市業務委託の契約事務に関する基幹要綱第 6条第 7項で「市内業者以外の者を指名するとき

は、別紙「市内業者以外の者を選定する理由書」（様式１）を作成し、業者選定伺いに添付しなけれ

ばならない。」と規定されているにもかかわらず、様式１を作成せず業者選定伺いに添付していない

ものがあった。 

 （ＤＸ推進課）                                                   

 

②  佐世保市財務規則第 144条第 3号に規定する契約保証金の免除の要件に該当しないにもかかわら

ず、契約保証金を免除しているものがあった。 

 （ＤＸ推進課） 

 

 

 

旅費の精算遅れや「市内業者以外の者を選定する理由書」（様式１）の不作成については、他部局の定

期監査において、繰り返し指摘がなされてきた事項であり、自己点検が十分ではなかったと言わざるを

得ない。 

また、誤った契約保証金の免除を行ったことは、本市の財務事務の信頼を大きく損ねるものである。 

財務事務に係る業務の分担に応じた日常のリスク管理と内部統制の強化に十分留意すべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


